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デジタル・ガバメント閣僚会議
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デジタル・ガバメント閣僚会議（第10回）

日時：令和２年12月21日（月）10:25～10:45

〇 政府方針「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」の決定
目指すべきデジタル社会の将来像、
ＩＴ基本法の抜本的な改正、デジタル庁の考え方等

〇 「デジタル・ガバメント実行計画」の改定

〇 「データ戦略タスクフォース第一次取りまとめ」
我が国初の総合的なデータ戦略

〇 「デジタルの日」の創設





総理発言のポイント
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〇 役所に行かずともあらゆる手続きができる。地方にいながら都会と同じよう
な仕事や生活ができる。高齢者の方々も含め、誰でも使いやすいサービスを
提供する。

〇 行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行。国民目線でデジタル改革を
進める。

〇 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を踏まえ、ＩＴ基本法改正
やデジタル庁創設などに必要な法案を次期通常国会に提出。

〇 来年９月に創設されるデジタル庁は、官民のデジタル化の司令塔となる組織。
改革意欲に溢れる優秀な人材を結集。

○ 国民の期待にこたえるため、引き続きスピード感を持って官民のデジタル化
を推進。



社会のDX実現に向けて必要なこと
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〇 変化の速さを認識する：40年前、30年前、20年前、10年前、5年前

〇 永田町・霞が関の常識を打ち破る：社会の仕組みそのものの改革
→ニューノーマルは、個人の生活・働き方だけでなく、政治・経済・行政
すべてに及ぶ

〇 実現したいサービスから考える：システムもデータも手段
→社会構造を把握する情報の活用基盤がぜい弱

〇 民間先行事例の導入：０から構築するのではなく、民間の実績を活用
→DXは圧倒的に民間部門が先行、開発側だけでなく、発注側のノウハウを活用

〇 誰も取り残さない：人と人との関わりでできること
（ラストワンマイル、心に寄り添う）

→新しいサービス・経済活動にする



次世代ヘルスケアシステム構築の意味

日本は世界に先駆けて超高齢社会に直面する。そうした超高齢社会においては、子
供から高齢者まで、一人ひとりが人生100年時代を想定した健康生活を改めて考え
ていく必要がある。

どの時点の、どのような情報を、どう活用し、どのような健康生活を実現するのかを具体
化し、地域における持続的な健診・医療・介護等の連携体制構築、地域社会での
各種サービスの高度化とそれを活用するための手続の利便性向上、個人情報保護・
安全性への配慮等を実現する情報利活用の基盤整備を進める。

今後は、マイナポータル等を活用し、健康情報を個人に安全に提供できるサービスの
整備を積極的に推進する。具体的には、特定健診データ、医療費情報、薬剤情報
等をマイナポータル上で確認できるシステムを構築し、将来的には、乳幼児健診、学
校健診等、市販医薬品や個人が測定する多様な健康関連データなどとの連携も視
野に入れる。加えて、個人の同意の下、健康・医療・介護データを様々な民間サービ
ス等で活用する仕組み（PHR）につなげ、生涯にわたって健康を管理できる環境を
整備する。

これにより、データを活用した健康管理・病気予防のスタイルを確立するとともに、国民
の「健康づくり」の基盤を構築する。
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健康・生活情報
バイタルデータ・運動情報・食事情報・睡眠情報 等

企業
自治体

居宅サービス

施設サービス

地域密着型
サービス

ケアマネジメント

介護予防

診療情報

支払基金・国保中央会（国保連）

マイナポータル
自己情報
表示機能

新サービス
の創出

・包括ケア

・ヘルスケア

・医療・介
護の総合
化

NDB

介護レセプト医療レセプト

医療機関 介護サービス保険者

・健診の実施
・健康スコアリング
・個別化指導
・重症化予防

DPC

本人

国のデータベース（匿名加工情報） ナショナルセンター、学会等
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国際競争
力強化
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メーカー
・医療機器
福祉機器
メーカー
・中小企業
が多い
・市場は
海外

医療技術
介護技術の
研究・開発

医薬品情報

医療機器・福祉機器
レジストリ

（市販後情報）

薬局

中核病
院

専門病院

かかりつけ医 包括ケ
ア

システム

ビッグデータ化

要介護認定健診データ

EHR

個人単位化

保険 食事 家電 住宅 車

ヘル
スケア 通販

宅配
子育て
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情
報
保
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個人情報を
匿名加工して
データを活用する

個人情報を
個人情報として
活用する
(顕名情報）

PDS

PMDA

生活暦情報等
共有プラットフォーム

介護総合
DB

こ
れ
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検
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患者別レジストリ

疾患登録システム

妊婦健診
乳幼児健診
就学時健診
学校健診
予防接種 等

PHR

ビッグデータ化の検
討

ルール
の整備

情報銀行

保険者機
能の強化

Sper
MID-
NET

クリニカル
イノベーショ

ン
ネットワーク

産業活性化に向けた
データの活用

認定匿名加工事業者

悉皆性を有するもの
■小児慢性疾患DB
■指定難病患者DB
■全国がん登録

MID-
NET
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何のためにデータを活用するか？
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個人の意識改革と
高度な診断・診療・

介護の実現

臨床データ
（医療・介護・リハビリ）

臨床現場の負荷を
最小限に情報収集する工夫

ライフデータ
(服薬・機器利用・生活暦)

質の高い多様な情報を大規模
に迅速に集める工夫

×

個人の状況に合った
多様な民間サービス・

商品の開発
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厚生労働省 公開資料
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ご静聴ありがとうございました。


